
建
築
住
宅
課
1
66
◆

1
1
3
2

木
造
住
宅
の
無
料
耐
震
診
断

申
し
込
み
受
け
付
け

本
年
度
も
無
料
で
木
造
住
宅
の

耐
震
診
断
を
行
い
ま
す
。

診
断
が
ま
だ
済
ん
で
な
い
方

は
、
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
、
住
ま
い

の
チ
ェ
ッ
ク
を
お
勧
め
し
ま
す
。

診
断
対
象　
昭
和
56
年
5
月
31
日

以
前
に
建
築
さ
れ
た
木
造
住
宅

（
空
家
は
除
く
、
併
用
・
長
屋
・

共
同
住
宅
も
可
）。
た
だ
し
、
申

し
込
み
は
住
宅
所
有
者
に
限
り

ま
す
。

診
断
戸
数　
200
戸（
予
定
）

申
し
込
み　
今
号
と
同
時
に
配
布

し
た「
わ
が
家
の
耐
震
診
断
」

に
折
り
込
ま
れ
て
い
る
耐
震

診
断
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記

入
の
上
、
建
築
住
宅
課
へ
郵
送

（
無
料
）
ま
た
は
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

そ
の
他　
診
断
の
結
果
に
よ
り
一

定
条
件
の
も
と
耐
震
補
強
改
修

工
事
の
補
助（
上
限
90
万
円
）

が
受
け
ら
れ
ま
す
。
ま
た
所
得

税
の
控
除
や
固
定
資
産
税
の
減

額
の
優
遇
措
置
が
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
建
築
住
宅
課
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

建
築
住
宅
課
1
66
◆

1
1
3
2

非
木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
助
成

制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

非
木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
を
行

う
方
に
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

補
助
対
象　
昭
和
56
年
5
月
31
日

以
前
に
建
築
し
た
鉄
筋
コ
ン
ク

リ
ー
ト
造
、
鉄
骨
造
な
ど
の
非

木
造
住
宅（
プ
レ
ハ
ブ
構
造
お

よ
び
空
家
は
除
く
、
併
用
・
共

同
住
宅
も
可
）
で
、
こ
れ
ま
で

耐
震
診
断
を
実
施
し
た
こ
と
が

な
い
建
物
。
た
だ
し
、
申
し
込

み
は
住
宅
所
有
者
、
管
理
組
合

に
限
り
ま
す
。

※
診
断
は
12
月
ま
で
に
行
っ
て
く

だ
さ
い
。

補
助
金　
診
断
に
要
す
る
費
用
の

3
分
の
2（
上
限
が
あ
り
ま
す
）

申
し
込
み　
耐
震
診
断
を
実
施
す

る
前
に
建
築
住
宅
課
へ
。
住
宅

の
構
造
、
規
模
、
建
築
年
次
な

ど
の
聞
き
取
り
後
、
申
請
に
必

要
な
書
類
を
説
明
し
、
ご
案
内

し
ま
す
。

そ
の
他　
耐
震
診
断
を
実
施
す
る

専
門
業
者
は
、
建
築
士
の
資
格

を
有
す
る
者
に
限
り
ま
す
。

詳
し
く
は
、
建
築
住
宅
課
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

建
築
住
宅
課
1
66
◆

1
1
3
2

木
造
住
宅
の
耐
震
シ
ェ

ル
タ
ー
設
置
補
助
事
業

を
ご
利
用
く
だ
さ
い

補
助
対
象　
市
内
在
住
の
65
歳

以
上
の
高
齢
者
の
み
の
世
帯
の

方
、
ま
た
は
、
障
が
い
者（
身

体
障
害
者
手
帳
1
・
2
級
所
持

者
）が
い
る
世
帯
の
方

補
助
条
件　

①
市
で
実
施
し
て
い
る
木
造
住
宅

耐
震
診
断
を
受
け
、
1.0
未
満
の

評
価
で
あ
る
こ
と

②
こ
れ
ま
で
に
耐
震
補
強
工
事
を

実
施
し
て
い
な
い
こ
と

補
助
金
額　
現
在
お
住
ま
い
の
住

宅
内
に
設
置
す
る
耐
震
シ
ェ
ル

タ
ー
1
基
分
の
購
入
に
要
す
る

費
用
の
一
部（
上
限
25
万
円
）

※
1
回
限
り

申
し
込
み　
設
置
す
る
前
に
書
類

の
申
請
な
ど
が
必
要
で
す
。
必

ず
事
前
に
申
し
出
て
く
だ
さ

い
。

　

な
お
、
申
し
込
み
多
数
の
場
合

は
一
定
期
間
お
待
ち
い
た
だ
く

場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
建
築
住
宅
課
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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◎休日水道お客様センター 土・日・祝日（年始を除く）午前8時30分～午後5時　☎66◆1129
 水道料金などの収納、開閉栓の受付および開閉栓作業ができます。

消
防
団
の
幹
部
が

　
　

決
ま
り
ま
し
た

◎
は
分
団
長　

○
は
副
分
団
長　
（
敬
称
略
）

問合先　消防本部総務課　☎68◆0936

平成24年度

団

長　
　

足
立　

元
宏

副
団
長　
　

大
場　

裕
之

副
団
長　
　

小
田　

雅
士

第
1
分
団　

◎
柴
谷　

周
平　
　

○
上
村　

嘉
幸

第
2
分
団　

◎
松
坂　

秀
和　
　

○
安
井　

悠
二

第
3
分
団　

◎
酒
井　
　

浩　
　

○
石
田　

達
司

第
4
分
団　

◎
宮
瀬　

知
広　
　

○
福
井　

勇
気

第
5
分
団　

◎
洞
田　

雅
人　
　

○
小
田　

真
一

第
6
分
団　

◎
杉
浦　

拓
也　
　

○
柴
田　

博
希

第
7
分
団　

◎
吉
見　

直
哉　
　

○
早
瀬　

吉
孝

第
8
分
団　

◎
長
田　

淳
司　
　

○
筑
紫　

彰
浩

第
9
分
団　

◎
本
多　

篤
史　
　

○
壁
谷　

直
樹


